
 

企画競争に関する公示 

 

 青森合同庁舎駐車場敷地の運営を希望する者の公募を下記のとおり公示する。 

 

 令和 8 年 1 月 16 日（金） 

 

 

財務省所管国有財産部局長 

       東北財務局長 神谷 隆 

 

記 

 

１．公募概要 

⑴ 駐車場敷地の運営を希望する者。 

⑵ 施設使用は有償。施設運営に必要な光熱水料は別途事業者の実費負担とする。 

 

２．使用許可期間 

令和 8 年 4 月 1 日から令和 13 年 3 月 31 日までの 5 年間とする。 

 

３．応募者の参加資格 

⑴ 予算決算及び会計令第 70 条の規定に該当しない者であること。 

  なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、使用許可を受けるために必要な同意を得て

いる者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。 

⑵ 予算決算及び会計令第 71 条の規定に該当しない者であること。 

⑶ 法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者、法人である場合は

役員又は支店若しくは営業所の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的

に関与している者をいう。以下同じ）が、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する

法律（平成 3 年法律第 77 号）第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員

（同法第 2 条第 6 号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）ではないこと。 

⑷ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目

的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている者ではないこと。 

⑸ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あ

るいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している者ではないこと。 

⑹ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている者

ではないこと。 

⑺ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者ではないこと。 

⑻ 暴力団又は暴力団員及び⑷から⑺までに定める者の依頼を受けて公募に参加しようとする者で

ないこと。 

 

４．公募説明資料の交付 

期 間：令和 8 年 1 月 16 日（金）から令和 8 年 1 月 30 日（金）まで 

方 法：６．照会・提出先のメールアドレス宛に「公募説明資料の交付依頼」の旨送信すること。 

なお、上記期間内に受信したメールへの返信により、公募説明資料を交付する。 

 



５．企画提案書等及び見積書の受付 

期 間：令和 8 年 2 月 6 日（金）から令和 8 年 2 月 13 日（金）まで 

方 法：６．照会・提出先のメールアドレス宛に「企画提案書等及び見積書の提出」の旨を記載

し、必要書類を添付のうえ送信すること。 

なお、上記期間内にメールを受信したことをもって、受付を完了したものとする。 

 

６．照会・提出先 

担 当：東北財務局総務部会計課営繕係 

メールアドレス：THZKAIKEIKAOP@th.lfb-mof.go.jp 

 

７．留意事項 

⑴ 本件は、青森合同庁舎駐車場の効率的な利用促進と利便性の向上を図るため、民間の駐車場運

営のノウハウを活用して「公共的駐車場」を効率的に運営する目的で、対象とする駐車場を民間

事業者に対して、国有財産法（昭和 23 年法律第 73 号）第 18 条第 6 項及び第 19 条の規定に基づ

き使用許可を行うものである。 

⑵ 使用許可期間途中に事業終了の申し出があった場合は、原則として使用料の返還は行わないも

のとする。 

⑶ 使用許可にあたっては、企画提案書等及び見積書の審査を実施する。 

 


